
議案第２２号

杉並区「特別区道」道路占用料等徴収条例等の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

平成２８年２月１０日

提出者 杉並区長 田 中 良

杉並区「特別区道」道路占用料等徴収条例等の一部を改正する条例

第１条 杉並区「特別区道」道路占用料等徴収条例（昭和４７年杉並区条例第３

号）の一部を次のように改正する。

第１条中「）並びに」を「）及び」に、「および手数料の額並びに」を「の額

及び」に改める。

第６条を削り、第７条を第６条とする。

第８条ただし書中「、または」を「又は」に、「一に」を「いずれかに」に改

め、同条第２号中「および」を「及び」に、「または」を「又は」に改め、同条

を第７条とし、第９条を第８条とする。

別表中

「 「
６，７５０ ６，９３０

１０，３００ １０，６００

１３，９００ １４，３００

４，４８０ ５，３７０

７，２４０ ８，６８０

９，９８０ １１，９００

６００ ６１０
を に、

６０ ６１

３６ ３７

５，９００ ６，０６０

３，６１０ ３，７１０

１２，０００ １２，３００

１８，０００ １８，３００



１１，３００ １２，３００
」 」

「 「
２５０ ２６０

３６０ ３７０

５４０ ５５０

７２０ ７４０

１，０８０ １，１１０

１，４４０ を １，４８０ に、

２，５３０ ２，６００

３，６１０ ３，７１０

７，２３０ ７，４３０

８，６８０ １０，４００

１１，３００ １２，３００
」 」

「 「
９，０２０ ９，１８０

５，４１０ を ５，５１０ に、

８，０４０ ８，１９０
」 」

「 「
１８，０００ １８，３００

１８，０００ を １８，３００ に、

９，６４０ ９，９００
」 」

「 「
１８，０００ １８，３００

１８０，４００ １８３，７００

９０，２００ ９１，８００
を に改

１５，４００ １８，３００

５，０００ ６，０００

１１，３００ １２，３００
」 」



める。

第２条 杉並区公共溝渠条例（昭和２８年杉並区条例第１３号）の一部を次のよう

に改正する。

第９条第１項中「２９５円」を「３０７円」に改める。

第３条 杉並区区有通路条例（平成１３年杉並区条例第５５号）の一部を次のよう

に改正する。

第８条第３項中「第６条まで及び第８条」を「第５条まで及び第７条」に、

「「区有通路」を「「杉並区区有通路条例（平成１３年杉並区条例第５５号）第

２条に規定する区有通路」に、「第４条第３項」を「第４条第３項ただし書」に、

「第１４条第２項」を「杉並区区有通路条例第１４条第２項」に改める。

第４条 杉並区立公園条例（昭和５１年杉並区条例第２７号）の一部を次のように

改正する。

「 「
６９１円 ７１１円

別表第２中 １，５５５円 を １，６０１円 に改める。

２，４１９円 ２，４９１円
」 」

「 「
１，３４０円 １，３７７円

７９４円 ８１６円

１１９円 １２２円

２９７円 ３０６円

５９５円 ６１２円

９９円 １０２円

１１９円 １２２円

２９７円 ３０６円

５９５円 ６１２円

９９３円 １，０２０円

９９３円 １，０２０円

別表第３中 ３９７円 を ４０８円 に改める。

９９３円 １，０２０円



地上露出部分 地上露出部分

６０１円 ７２１円

地下部分 地下部分

２９７円 ３０６円

４６２円 ５１０円

６８６円 ８２３円

７，９２０円 ８，１６０円

１，４０２円 １，４４５円

１２，３７５円 １２，７５０円

３３円 ３４円

３３円 ３４円
」 」

附 則

１ この条例は、平成２８年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

２ 第１条の規定による改正後の杉並区「特別区道」道路占用料等徴収条例の規定

は、施行日以後の占用に係る占用料について適用し、施行日前の占用に係る占用

料については、なお従前の例による。

３ 施行日前に発した第１条の規定による改正前の杉並区「特別区道」道路占用料

等徴収条例（以下「旧道路占用料等徴収条例」という。）第５条第１項に規定す

る督促状に係る旧道路占用料等徴収条例第６条に規定する督促手数料については、

なお従前の例による。

４ 第２条の規定による改正後の杉並区公共溝渠条例の規定は、施行日以後の使用

に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従

前の例による。

５ 施行日前に発した第３条の規定による改正前の杉並区区有通路条例（以下「旧

区有通路条例」という。）第８条第３項において準用する旧道路占用料等徴収条

例第５条第１項に規定する督促状に係る旧区有通路条例第８条第３項において準

用する旧道路占用料等徴収条例第６条に規定する督促手数料については、なお従

前の例による。



６ 第４条の規定による改正後の杉並区立公園条例の規定は、施行日以後の公園施

設の使用に係る使用料及び公園の占用に係る占用料について適用し、施行日前の

公園施設の使用に係る使用料及び公園の占用に係る占用料については、なお従前

の例による。

（提案理由）

道路占用料等を改定する等の必要がある。
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杉並区「特別区道」道路占用料等徴収条例等の一部を改正する条例

新旧対照表（抄）

第１条による改正（杉並区「特別区道」道路占用料等徴収条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（目的） （目的）

第１条 この条例は、道路法（昭和２７ 第１条 この条例は、道路法（昭和２７

年法律第１８０号。以下「法」とい 年法律第１８０号。以下「法」とい

う。）第３９条の規定により区が徴収 う。）第３９条の規定により区が徴収

する道路の占用料（以下「占用料」と する道路の占用料（以下「占用料」と

いう。）及び 法第７３条の規定によ いう。）並びに法第７３条の規定によ

り区が徴収する負担金等に係る延滞金 り区が徴収する負担金等に係る延滞金

の額及び 徴収方法につ および手数料の額並びに徴収方法につ

いて定めることを目的とする。 いて定めることを目的とする。

（督促手数料）

第６条 前条に規定する督促状を発した

場合においては、督促状１通について

１０円の督促手数料を徴収する。

（滞納処分） （滞納処分）

第６条 略 第７条 略

（延滞金） （延滞金）

第７条 区長は、第５条の規定によつて 第８条 区長は、第５条の規定によつて

督促状を発した場合において、負担金 督促状を発した場合において、負担金

等の額が１，０００円以上であるとき 等の額が１，０００円以上であるとき

は、当該負担金等の額に、その指定期 は、当該負担金等の額に、その指定期

限の翌日から納付の日までの期間の日 限の翌日から納付の日までの期間の日

数に応じ、年１４．５パーセントの割 数に応じ、年１４．５パーセントの割

合を乗じて計算した金額に相当する延 合を乗じて計算した金額に相当する延

資 料 １
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滞金を徴収する。ただし、延滞金の額 滞金を徴収する。ただし、延滞金の額

が１００円未満であるとき又は 次 が１００円未満であるとき、または次

の各号のいずれかに該当すると区長が の各号の一に 該当すると区長が

認める場合においてはこれを徴収しな 認める場合においてはこれを徴収しな

い。 い。

(１) 略 (１) 略

(２) 負担金等を納めるべき者の住所 (２) 負担金等を納めるべき者の住所

及び 居所が不明であるため、又は および居所が不明であるため、また

本邦内にいないため公示送達の方 は本邦内にいないため公示送達の方

法により、納付の命令又は 督促を 法により、納付の命令または督促を

したとき。 したとき。

(３) 略 (３) 略

（委任） （委任）

第８条 略 第９条 略

第２条による改正（杉並区公共溝渠条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（使用料の額及び算定方法） （使用料の額及び算定方法）

第９条 使用料は、使用面積により、１ 第９条 使用料は、使用面積により、１

平方メートルにつき、月額３０７円 平方メートルにつき、月額２９５円

に、使用開始の日の属する月から使用 に、使用開始の日の属する月から使用

終了の日の属する月までの月数を乗じ 終了の日の属する月までの月数を乗じ

て算定した額とする。 て算定した額とする。

２ 略 ２ 略

第３条による改正（杉並区区有通路条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例
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（占用） （占用）

第８条 略 第８条 略

２ 略 ２ 略

３ 前項の規定による占用料の徴収につ ３ 前項の規定による占用料の徴収につ

いては、杉並区「特別区道」道路占用 いては、杉並区「特別区道」道路占用

料等徴収条例（昭和４７年杉並区条例 料等徴収条例（昭和４７年杉並区条例

第３号）第２条から第５条まで及び第 第３号）第２条から第６条まで及び第

７条の規定を準用する。この場合にお ８条の規定を準用する。この場合にお

いて、同条例第３条第５号中「道路」 いて、同条例第３条第５号中「道路」

とあるのは「杉並区区有通路条例（平 とあるのは「区有通路

成１３年杉並区条例第５５号）第２条

に規定する区有通路」と、同条例第４ 」と、同条例第４

条第３項ただし書中「法第７１条第２ 条第３項 中「法第７１条第２

項の規定により道路」とあるのは「杉 項の規定により道路」とあるのは「第

並区区有通路条例第１４条第２項の規 １４条第２項 の規

定により区有通路」と読み替えるもの 定により区有通路」と読み替えるもの

とする。 とする。

資 料 １
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道路占用料改定資料 （改定後） （現 行）

占 用 物 件 単 位 金 額 金 額

道路法（昭 第１種電柱 １本につき１年 ６，９３０円 ６，７５０円

和２７年法

律第１８０ 第２種電柱 １０，６００円 １０，３００円

号 。 以 下

「法」とい 第３種電柱 １４，３００円 １３，９００円

う。）第３

２条第１項 第１種電話柱 ５，３７０円 ４，４８０円

第１号に掲

げる工作物 第２種電話柱 ８，６８０円 ７，２４０円

第３種電話柱 １１，９００円 ９，９８０円

その他の柱類 ６１０円 ６００円

共架電線その他上空に 長さ１メートルに ６１円 ６０円

設ける線類 つき１年

地下に設ける電線その ３７円 ３６円

他の線類

路上に設ける変圧器 １個につき１年 ６，０６０円 ５，９００円

地下に設ける変圧器 占用面積１平方メ ３，７１０円 ３，６１０円

ートルにつき１年

変圧塔その他これに類 １個につき１年 １２，３００円 １２，０００円

するもの及び公衆電話

所

広告塔 表示面積１平方メ １８，３００円 １８，０００円

ートルにつき１年

その他のもの 占用面積１平方メ １２，３００円 １１，３００円

ートルにつき１年

法第３２条 外径が０．０４メート 長さ１メートルに １４０円 １４０円

資 料 ２
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第１項第２ ル未満のもの つき１年

号に掲げる

物件 外径が０．０４メート ２６０円 ２５０円

ル以上０．０７メート

ル未満のもの

外径が０．０７メート ３７０円 ３６０円

ル以上０．１メートル

未満のもの

外径が０．１メートル ５５０円 ５４０円

以上０．１５メートル

未満のもの

外径が０．１５メート ７４０円 ７２０円

ル以上０．２メートル

未満のもの

外径が０．２メートル １，１１０円 １，０８０円

以上０．３メートル未

満のもの

外径が０．３メートル １，４８０円 １，４４０円

以上０．４メートル未

満のもの

外径が０．４メートル ２，６００円 ２，５３０円

以上０．７メートル未

満のもの

外径が０．７メートル ３，７１０円 ３，６１０円

以上１メートル未満の

もの

外径が１メートル以上 ７，４３０円 ７，２３０円

のもの

法第３２条第１項第３号に掲げる 占用面積１平方メ １０，４００円 ８，６８０円

施設 ートルにつき１年

法第３２条第１項第４号に掲げる 占用面積１平方メ １２，３００円 １１，３００円
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資 料 ２

施設 ートルにつき１年

法第３２条 地下街及 階数が１の 占用面積１平方メ Ａに０．００４ Ａに０．００４

第１項第５ び地下室 もの ートルにつき１年 を乗じて得た額 を乗じて得た額

号に掲げる

施設 階数が２の Ａに０．００６ Ａに０．００６

もの を乗じて得た額 を乗じて得た額

階数が３以 Ａに０．００７ Ａに０．００７

上のもの を乗じて得た額 を乗じて得た額

上空に設ける通路 ９，１８０円 ９，０２０円

地下に設ける通路 ５，５１０円 ５，４１０円

その他のもの ８，１９０円 ８，０４０円

法第３２条 祭礼、縁日等に際し、 占用面積１平方メ １８０円 １８０円

第１項第６ 一時的に設けるもの ートルにつき１日

号に掲げる

施設 その他のもの 占用面積１平方メ １８，３００円 １８，０００円

ートルにつき１年

道路法施行 看板（アーチ式である 表示面積１平方メ １８，３００円 １８，０００円

令（昭和２ ものを除く。） ートルにつき１年

７年政令第

４７９号。 標識 １本につき１年 ９，９００円 ９，６４０円

以下「令」

という。） 旗ざお及 祭礼、縁日 占用面積１平方メ １８０円 １８０円

第７条第１ び幕 等に際し、 ートル又は１本に

号に掲げる 一時的に設 つき１日

物件 けるもの

その他のも 占用面積１平方メ １８，３００円 １８，０００円

の ートル又は１本に

つき１年

アーチ式 車道を横断 １基につき１年 １８３，７００ １８０，４００

工作物 するもの 円 円

その他のも ９１，８００円 ９０，２００円
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の

令第７条第 板囲、足場その他の工 占用面積１平方メ １８，３００円 １５，４００円

４号に掲げ 事用施設及び工事用材 ートルにつき１年

る工事用施 料の置場

設及び同条

第５号に掲 危険防止施設 ６，０００円 ５，０００円

げる工事用

材料の置場

令第７条第６号に掲げる仮設建築 占用面積１平方メ １２，３００円 １１，３００円

物及び同条第７号に掲げる施設 ートルにつき１年

備考 Ａは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

公園施設使用料改定資料 （改定後） （現 行）

種 別 単 位 金 額 金 額

売店（自動販 小型（０．５平方 １台、１月 ７１１円 ６９１円

売機） メートル未満）

中型（０．５平方 同、同 １，６０１円 １，５５５円

メートル以上１平

方メートル未満）

大型（１平方メー 同、同 ２，４９１円 ２，４１９円

トル以上）

公園占用料改定資料 （改定後） （現 行）

種 別 単 位 金 額 金 額

電柱 本柱、支柱又は支線 １本、１月 １，３７７円 １，３４０円

標識 同、同 ８１６円 ７９４円

水道 外径４０センチメートル未満 １メートル、同 １２２円 １１９円
管、 のもの
下水
道 外径４０センチメートル以上 同、同 ３０６円 ２９７円
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資 料 ２

管、 １メートル未満のもの
ガス
管 外径１メートル以上のもの 同、同 ６１２円 ５９５円

電線 電線 同、同 １０２円 ９９円

地下 外径４０センチメート 同、同 １２２円 １１９円
電線 ル未満のもの

外径４０センチメート 同、同 ３０６円 ２９７円
ル以上１メートル未満
のもの

外径１メートル以上の 同、同 ６１２円 ５９５円
もの

鉄塔 １平方メートル、 １，０２０円 ９９３円
同

変圧塔、マンホールの類 １箇所、同 １，０２０円 ９９３円

郵便差出箱又は信書便差出箱 同、同 ４０８円 ３９７円

公衆電話所 同、同 １，０２０円 ９９３円

地下の占用物件 １平方メートル、 地上露出部分 地上露出部分
同 ７２１円 ６０１円

地下部分 地下部分
３０６円 ２９７円

高架の占用物件 同、同 ５１０円 ４６２円

天体、気象又は土地の観測施設 同、同 ８２３円 ６８６円

写真撮影のための常時占用 撮影機１台、同 ８，１６０円 ７，９２０円

写真撮影のための臨時的な占用 １時間 １，４４５円 １，４０２円

ロケーション 同 １２，７５０円 １２，３７５円

その 競技会、集会 １平方メートル、 ３４円 ３３円
他の １日
占用

前記以外の場合 同、同 ３４円 ３３円


